
舟橋村条例第 1号 

舟橋会館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 8年 3月 13日 

舟橋村長 渡辺 光  

 

 

舟橋会館条例の一部を改正する条例 

 

舟橋会館条例(平成 6年舟橋村条例第 9号)の一部を次のように改正する。 

別表中 

「   

 入浴料 1人 大人(13才以上)350・中人(6才～12才)100・小人(6才未満)50 
 

 

  」 

を 

「   

 入浴料 1人 大人(13才以上)450・中人(6才～12才)100・小人(6才未満)50 
 

 

  」 

に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。 

 


